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（
質
問
の 

一
八
） 

答

弁

第

一

八

号 
   

衆
議
院
議
員
上
原
康
助
君
提
出
沖
繩
県
の
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地(

旧
つ
ぶ
れ
地)

に
対
す
る
国
の
補
償
措

置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
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衆
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八
七
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八
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四
月
三
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衆

議

院

議
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吉 
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内
閣
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臣 

大 

平 

正 
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
上
原
康
助
君
提
出
沖
繩
県
の
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地(

旧
つ
ぶ
れ
地)

に
対
す
る 

国
の
補
償
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
未
買
収
道
路
用
地
の
生
じ
た
経
緯
等
に
か
ん
が
み
、
次

の
方
針
に
よ
る
こ
と
と
し
、
昭
和
五
十
四
年
度
予
算
の
政
府
原
案
に
お
い
て
、
十
億
円
を
計
上
し
、
そ
の
買
収

に
着
手
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

(一 ) 

沖
繩
県
の
区
域
内
に
お
け
る
位
置
境
界
不
明
地
域
内
の
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
の
明
確
化
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法(

昭
和
五
十
二
年
法
律
第
四
十
号)
第
二
十
二
条
第
一
項
の
位
置
境
界
不
明
地
域
内
に
お
け
る
市

町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
に
つ
い
て
は
、
同
法
施
行
令
第
十
三
条
に
規
定
す
る
財
政
措
置
に
よ
り
対
処
す 

る
。 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

(二 ) 
位
置
境
界
不
明
地
域
外
に
お
け
る
幹
線
市
町
村
道
の
講
和
条
約
の
発
効
前
に
生
じ
た
未
買
収
道
路
用
地
の

買
収
費
に
つ
い
て
は
、
補
助
率
十
分
の
八
で
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
対
処
す
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
現
行

市
町
村
道
の
見
直
し
に
よ
る
県
道
へ
の
格
上
げ
及
び
補
助
対
象
と
な
る
幹
線
市
町
村
道
へ
の
格
上
げ
を
検
討

し
て
い
る
。 

位
置
境
界
不
明
地
域
外
に
お
け
る
幹
線
市
町
村
道
の
講
和
条
約
の
発
効
前
に
生
じ
た
未
買
収
道
路
用
地
の
取

得
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
市
町
村
が
補
助
裏
と
し
て
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町

村
の
財
政
に
過
重
な
負
担
と
な
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
個
々
の
市
町
村
の
財
政
状
況
等
を
勘
案
し
な
が
ら
、
当

該
市
町
村
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
具
体
の
事
例
ご
と
に
必
要
な
配
慮
を
行
つ
て
ま

い
り
た
い
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

2 

昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
昭
和
五
十
三
年
度
末(
見
込
み)

ま
で
の
国
・
県
道
未
買
収
道
路
用
地
の
買
収
に
係

る
国
庫
支
出
金
は
、
四
百
七
十
六
億
円
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
買
収
面
積
は
、
百
六
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
。
ま
た
、
進
捗
率
は
、
金
額
で
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
面
積
で
三
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

1 

全
体
計
画
額
は
、
約
千
九
百
億
円
程
度
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。 

昭
和
五
十
二
年
度
ま
で
の
調
査
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
地
籍
不
明
に
よ
る
調
査
不
能
地
域
分
の

推
計
も
含
む
。
）
。 

市
町
村
道
分 

 
 

総
面
積
四
百
五
十
八
万
平
方
メ
ー
ト
ル
（
う
ち
講
和
条
約
発
効
前
に
生
じ
た
も
の
四
百

八
万
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

国
道
分 

 
 

 
 

総
面
積
二
百
八
十
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

県
道
分 

 
 

 
 

総
面
積
百
八
十
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

五 

 



 

六 

3 
買
収
対
象
地
主
の
全
体
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
既
契
約
件
数
は
昭
和
五
十
三
年
度(

見
込
み)

を
含
め
て
約

七
千
件
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

現
在
、
市
町
村
道
の
見
直
し
に
つ
い
て
作
業
中
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
に
つ
い
て
は
、
幹
線
市
町
村
道
分
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
量
と
な
り
、
処
理
能

力
な
ど
を
勘
案
し
て
も
、
そ
の
処
理
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
幹
線
市
町
村
道
分

の
処
理
に
全
力
を
挙
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




